
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人みちのく愛隣協会奨学金返還支援制度 

■返還支援制度とは 

  当法人がご本人に替わり毎月、奨学金返還額 

  の全部または一部を機構に直接返還する制 

度です。（右図を参照ください。） 

■制度の対象者 

  毎年度４月 1 日以降、当法人に正式採用さ 

れ、日本学生支援機構（以下「機構」という。） 

の貸与奨学金を借りて方。または卒業 4 年 

以内にある在職者で機構の奨学金を返還中 

の方。 

■返還支援額の上限 

  月額 17,000 円 （※概ね返還額の平均相当） 

■代理返還の期間 

  卒業後、５年以内 

奨学金返還支援制度の利用をご希望される方は 
職員採用応募時又は採用内定時にお申出下さい 


